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1　課題と方法

1－1　集合住宅の公室をめぐる動き

　公的集合住宅を主対象として発展して来た戦後の住宅

計画学は，食寝分離・就寝分離を計画上の主題に据えた

DK型（食寝型）プランから，所謂“公私室型、への展開

を見通していた。事実，1970年代に住宅問題の量から質

への転化が叫ばれ始め，持家層を中心として住戸規模が

拡大されてゆく中で，洋風の居間を持つLDK（LDK，L・

DK，L・D・K）＋nBRという住戸プランが数多く供給さ

れるようになった。このようなLDKプランの供給は，居

間確立要求の高度化に対応したものであろうが，その背

景には食事とだんらんの結びっきという住生活上の要請

とともに，DK方式の普及，即ち，椅子座による食事の一

般化が存在していたものと思われる。

　鈴木成文氏の『公団住宅における公・私空間の分化』

に関する研究では，1960年頃の公団住宅居住者の住要求

としては，食寝分離・就寝分離より居間の確立及び私的

空間の確保が計画の主題となりつつあることが指摘さ

れ，具体的にはDKに近い一室が居間化した住み方が一

般化しており，そのような位置に6帖以上の規模で居間

を設けることや，成長した家族に於ける就寝分離要求を

考慮した場合，DKの規模を大きくしたLK（11～12㎡）

を設けること等が提案されている。

　そこでは必ずしも洋風の居間のみがイメージされてい

た訳ではないであろうが，実際に供給されたプランは

DKに板ノ間のリビングルーム（以下Lと記す）が連続

されたものであった。洋風のLとして計画された居間は，

DKでの食事に引き続く椅子座のだんらん室として考え

られていたようであるが，その規模や採暖方式の問題等

から，実際の使われ方は必ずしもそうなっておらず，洋

家具のセット主義Ｔ的導入による応接間化等が指摘され，

そこ（LDK）には「具体的な生活のイメージが感じられ

ない」という批判も生まれた。

　元々，“公私室型、に於ける“公、という概念は非常に

幅広く解釈され，プライベートな私生活以外の種々の生

活の場として理解されて来た嫌があり，その具体的な空

間像である洋風の居間．も，理念的には初期アメリカの

ピュータリンの伝統的な住居に於て，就寝以外の様々な

機能を担っていた部屋－リヒンクルームに端を発す

るといわれる。つまり，そこは単に家族の集まり部屋の

みでなく，家族以外の人々との交流の場一接客の場で

もあることが期待されていたとも考えられる。

　このようなLDK型住戸の供給が増加して来た70年代

後半には，住田昌二氏等によって，所謂“ワンルーム化

現象、が指摘された。即ち，公的な生活はリビングルー

ムに納まることなく，それに隣接する部屋をも取り込ん

だワンルーム的拡がりの中でなされ，そこは中間的行為

を含んだ多様な生活の場になっているというのである。

そして，Lが確立された住戸に於けるワンルーム化には

一定積極的な面があるといわれたが，このような現象は

居間拡大要求の現われであり，一面では現在のL規模の
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狭小性を物語るとともに，子供部屋を除いた公一私の

きっちりとした分化意識の希薄さを示していると思われ

る。又，それは現在の“居間”と呼ばれる部屋が“だん

らん、として括り得る行為にのみ対応している空間では

ないことをも暗示していよう。

　この後，鈴木成文氏等は，居間に於ける多様な行為の

中に対立する側面を見出し，住戸規模の拡大に見合った

新しい公室の在り方として“デュアルリビング、なる理

念を提示した。これは専用接客室確保的な住み方に典型

的に見られる公一公分離要求に対応したものであろう

が，むしろファミリールームの確立を第一義的なものと

して前面に押し出すとともに，第二の公室を単に接客に

のみ使用するのではなく，大人の落ち着いたくつろぎ等

との無理のない重なりをも意識したものと思われる。そ

こでは，第二の公室のしつらえや行為の重なりの問題等，

残された課題はあるものの，100㎡程度，或いはそれ以上

の規模の住戸計画に対して新たな方向性を与えたと見る

ことができよう。

　以上に述べた集合住宅の公室をめぐる動きを概括する

ならば，集合住宅に於ける公室に対する要求は図一1に

示すように，居間確立要求から居間拡大要求へ，更には

公一公分離要求へと発展しつつあるととらえることがで

きる。LDK型からデュアルリビングヘという空間像の展

開はそれに対応するものであろう。集合住宅に於ても100

㎡程度で4LDKという住戸が供給され始めた今日，確

かに公一公分離要求をどのような形で実現するのかとい

う課題の重要性が増して来た訳だが，他方，現在供給さ

れっつある居間確立型住戸の少なくない部分を上記以下

の規模のものが占めており，そこには公一公分離要求に

対して単純にデュアルリビングという理念のみでは対応

し難いという問題が存在する。又，4LDK規模の住戸を

も含めて，現在の居間確立型住戸では多くの場合，必ず

しも居間拡大要求が満たされている訳でもない。因みに

1971年以降に，全国各地の住宅供給公社によって供給さ

れた3LDK，4LDKの住戸規模を調べると，近年にな

るに従い面積は増大しているものの，平均すると前者で

80m呈弱，後者で90㎡弱程度の規模であり，Lの広さも8

帖前後である。

　即ち，一方では居間拡大要求から公一公分離要求へと

いう住要求の発展が明確化しながらも，他方では現在の

住戸規模がそれらに対する解決の困難さを生んでいると

いうのが現状であろう。そして，このような現状は，限

定された規模条件の下で，接客空間の分離に代表される

公一公分離要求を如何なる形で実現しようとするのかと

いう課題を展望しつつ，居間の拡大要求にどう応えるの

かという，言胃わば複眼的視点を要請しているものと思わ

れる。

住要求の発展 住生活の発展　　　　　　　　　住空間の発展

属間確立要求 nDKの（n－1）LDK化　　食寝型

○だんらんスベース
の確保．だんらん
室の確立（DK以外に）

？班蒙玄季郡摩
9願花
○それとDKとの一
体的利用
○イス座のDK・ユ
カ座の隣室

・。・泉

o　L　K

ワソルーム化　　　　公私室型

　　　　　　　　　　。勘部屋
　　　　　　　　　　をLと逗続化して
　　　　　　　　　　願＾
　　　　　　　　　　○イス座のL，ユカ
　　　　　　　　　　座の隣接室
公＿公分離要求I　　　　　　　o　L内でのイス座・
　　　　　　　　　　ユカ座の混在
○キッチンの分雌　　　　　　　　o｝だんらん”では

　（LとDKLDとK等〕　　　　　括れない多様な行
　儀続しつつ分雌する）　　　　　為の集中
○この背景にはLでの

　接客カ沁る思われる　’
　　　　　　　　　シ／　　　　　　＼
公一公分雌要求皿　　　　　　接客空間の分離　　　　　　　　　　　ノ

o　L・DK

o　LD・K

o　L■D・K

。Lと接客室の分雌
（繋婁二）

。何等かの形で家族
のだんらん室ξ接．
奪曇閲雌計
る

二　公　室　型

○公一公分離を
合理的な形で
実現しようと
する

図－1　集合住宅の公室をめぐる動き

1－2　本研究の基本的視点

　住要求への対応とその充足は，基本的にはその住戸規

模（空間の量的側面）によってあるレベルまでに隈定さ

れる　（絶対的な制限）であろうが，同じ住戸規模下に於

いても，間取りや空間構成（空間の質的側面）によって

一定左右され（相対的な制限），その充足の内容は異なる

であろう。そこに住戸計画上の大きな課題があると思わ

れる。

　上述したように，ある規模水準下では住要求の充足の

レベルには絶対的な隈界があると思われるが，そこで十

分満たすことが困難と予想される高次の要求については　　　’

どのように対処すべきであろうか。戦後の公的な集合住

宅に於ける2DKから3K，3DKへの住戸プランの展

開の過程はそれに対する示唆を含んでいる。即ち，そこ

では複合家族の入居や子供の成長に伴う多室就寝への対

応を主目標としながらも，当時の規模水準では十分な対

応が不可能であった居間の確保に関しても，小人数の家

族については，K，DKに接する部屋の居間化が可能な形

で住戸計画がなされたのである。この点に学ぷならば，

十分な充足が困難と思われる高次の要求に対しては，そ

れを全く切り捨てるのではなく，不十分ながらも可能な

限りそれへの対応を図るべきだということになるであろ

う。これは，換言すれば，ある規模水準下に於て最大限

住要求に応え得る空間構成の追求ということであり，本

研究の基本的視点もここにある。そして，そのためには，

住要求の発展性に着目することが重要ではないかと考え

たのである。
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　既に図－1にも示されているが，住要求の発展の道筋

は，大まかには下記のようにとらえることができる。も

ちろん，あらゆる住要求の変化・発展がこの図式に当て

はまる訳ではないであろう。

〔イ〕　　ある機能空間の確保・確立

↓

〔口〕　　その空間の規模拡大

↓

〔ハ〕　そこに内包される矛盾による空間の分離

　上の図に於て，〔イ〕の“空間の確保・確立”は，視点

を変えれば〔ハ〕の“空間の分離”のことである。この

空間の確保・確立乃至空間の分離は，住戸規模との関連

で現象する。即ち，元々同一の空間内で対立する複数の

行為が行われている場合，そこから矛盾する行為を排出

し，新たな機能空間を分離・独立させようという潜在的

な指向がある訳だが，それは住戸規模が次第に拡大し，

上述の分離が可能な最小限の規模レベルに達した時顕在

化し，ある機能空間が確保・確立されると考えられる。

それ故，その空間の規模は当初は全く不十分なものであ

り，次には必然的に規模拡大要求が生じるのである。も

ちろん，規模拡大要求は単に上述の要因のみによるもの

ではなく，行為それ自体の高度化・豊富化，及びそれに

伴う家具・設備の導入等によっても惹起されるもので

ある。いずれにせよ，次にはそこに含まれる矛盾によっ

て新たな空間の分離へと向かうのである。このような住

要求の発展の図式，特にある機能空間の分離（確立）要

求の発展について，戦後の公的集合住宅の住戸計画を例

にとれば図一2に示すような把握が可能であろう。

　又，この住要求の発展の方向性は，一時点に限定して

みれば，要求のヒエラルキーとして把えることも可能で

ある。例えば先述の公的集合住宅の住戸プランが2DK

から，直ぐ2LDKへと向かわず，3K，3DKへと進ん

だのは，そのような規模水準下では，家族の就寝分離要

求や子供部屋を中心とする私室確立要求が，居間の確立

要求よりも切実であったから，或いはそのように認識さ

れたからであろう。しかし，それは又，前述したように

小人数の家族に対しては居間の確保が可能な形で計画さ

れたのである。つまり，それは住要求の発展の方向，ヒ

エラルキーに貝1」した空間構成であったといえよう。

　更にここで注意すべき点は，ある機能空間の確保・確

立の前段階では，そこでなされることを期待された行為

は，それと最も矛盾の少ないある機能空間に含まれ，他

の行為とも重なりながら，不十分に住要求に対応してい

る点である。これは典型的には空間の転用の問題として

現われる。従来，この転用性については．夕タミ面を主

として構成された日本の住宅乃至そこでの住み方の特徴

　　　　　　　（a〕食事室の確立
　　　　　　　　　（ニニ篤によるDKという形式に）

　　　　　　　（b）親と子供別々の就寝室の確立
　　　　　　　　　（泄竺蝶2居室を確保するこ）

　　　　　　　（C）子供部屋を中心とした私室の確立
　　　　　　　　　（淋ぶ蓑㌶㍊寝室に）

　　　　　　　（d）居間の確立
　　　　　　　1（鷺㌫鮮蕎嶋｝）

　　　　　　　▼
　　　　　　　e　接客室の確立
　　　　　　　　　（祭を二室に区分することによって）

図－2　住要求の発展と住戸計画の対応

としてしばしば言及されて来た。それはある意味では長

所とも言える訳だが，当然そこには限界があり，戦時下

に於ける転用性の無制限の主張が食寝分離論によって厳

しく否定されたという事情もあってか，戦後の住宅計画

の中でこの問題が正面切って扱われることはなかったよ

うに思われる。しかし，ある規模水準下に於て，最大限

住要求に応えてゆく，高次の要求に対しても，不十分な

がらも可能な範囲で対応してゆくということを考えた

時，．住要求の発展に則した空間構成の追求とともに，こ

の日本の夕タミ空間が持つ転用性への着目は重要な視点

であると思われる。

1－3　集合住宅に於ける公室の計画課題と

　　　　　　　　　　　　　L一和室連続型

　公室の核としてLを持つ住戸が多数供給されるように

なった今日，公室の計画上の課題は，先ず第一に，だん

らんを中心としながらも多様な生活行為が展開される居

間の拡大要求に応えることであり，第二に，接客とだん

らんの分離を中心とした公一公分離要求に応えることで

ある。

　家族のだんらんや休息，親しい客の応対，或いはアイ

ロンかけや洗濯物の整理といった家事等の場である居間

は，一般に洋風Lとして設けられ，椅子座家具が置かれ

たり，上述のような多様な行為が展開されるため，かな

りの規模が求められている。又，ソファ等の椅子座家具

が置かれるとともに，冬季にはそこにコタツが置かれる

ことも予想され，更に休息のためには単に椅子に座るの

みではなく，床に座る，寝ころぷ等の姿勢も要求される

であろう。このためには椅子座スペースの他に床座のた

めのスペースが必要であり，それは家事のためのスペー

スとしても有効であるが，トータルすればかなりの広さ

が要る。他方，接客空間の分離については，頻度は低い

と思われるが，家族全貝には親しみがなく，家族のだん

らんスペースでは対応しにくい客があり，そのような客

は居間とは別の空間で接待することが望ましいであろ
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う。

　このような課題に対しては，居間の拡大や，接客利用

を前提とした第二の公室の設置が対応策として考えられ

るが，いずれも住戸規模の増大と直結している。100㎡程

度以上の住戸であれば上のような対応が可能であろう

が，はじめに述べたように，今日供給されている居間確

立型の集合住宅の多くはそのような規模に達してはいな

い。しかし，そのような規模水準に於ても，上記の課題

への対応は無視されるべきではないし，又，一定それが

可能であると考える。

　本研究ではそのために，①和室の転用性，②公的生活

に於ける椅子座・床座の混在，③接客に於ける和室への

指向性という三つの点に着目した。①にっいては，既に

述べたように無制限の適用は誤りであろう。しかし，食

寝分離，就寝分離，居間の確保・確立が可能な規模水準

下では，より発展した住要求，即ち居間の拡大や公一公

分離要求に対して，和室の転用性を利用することにより，

住戸規模の大幅な増大をみることなく対応することが可

能であり，このレベルでは転用＝用途の重複による矛盾

は小さいと思われる。②についても先に述べた通りであ

り，特に家殊のだんらんに於ける床座への指向の強さは

既往の研究によっても指摘されている。又，③に関して

は，現在のDKの狭小さとも相侯って，客との食事や多

人数接客は床座で行われることが予想され，客の宿泊に

は殆どの場合和室が利用される点を考慮すれば，公室

ゾーンに和室を配する住戸プランが想定可能であると思

われる。

　以上の三点に着目することによって，洋風のLに和室

を開放的に（一間以上の開口可能な部分を介して）接続

させる空間構成が浮かび上がるのである。ここではそれ

を“L－和室連続型、と呼ぷことにする。その基本的な

考え方は，Ｌに和室を開放的に連続させることによって，

（a）そこをLの拡張スペースとして利用する－例えは

床座のだんらんスペースやLに視覚的拡がりを与える等

　　ことができ，居間の拡大要求に応えることが可能で

あり，（b）客との食事や客の宿泊等の接客のためのスペー

スとしても，間仕切りを閉めればLとは一定分離した形

で利用でき，接客とだんらんの分離要求への対応も可能

となり，しかも（C）この和室は就寝室としても利用でき，

そのことによって，住戸規模の大幅な増大をみることな

く，前記の二課題への一定の対応が可能になるのではな

いかということである。

　又，居室数と必要寝室数との関係上，この和室の就寝

への利用を前提としないでよい場合も当然考えられる。

このような条件下では，L－和室連続型は，謂わば二公

室型の具体的な空間像の1タイプとして把えられよう。

むろん，Lに連続させた和室は接客利用を考慮した第二

の公室とはいえ，実際にはそこが主寝室となり，別の一

室が接客に利用されるかも知れない。しかし，いずれに

せよ，そこがLの狭さをカバーする空間として利用され，

居間の拡大要求に応えることは可能であり，同時に接客

とだんらんとの分離要求に応えることも可能である。た

だ，以上述べて来たことはいずれも仮説的な認識であり，

それを実証し，現在の集合住宅での公的生活及び公室に

関わる住要求に対して，L－和室連続型が有効性を持つ

ことを明らかにしてゆくことが本研究の課題である。

1－4　研究の方法

1－4－1　研究の方向

　L一和室連続型の空間的特徴は，第一にLと隣接室と

が可動性のある間仕切りで開放的に接続していることで

あり，第二にこの隣接室が和室であるという点である。

そしてそれは，間仕切りの可動性と和室の転用性によっ

て，住戸規模の大幅な増大をみることなく，居間拡大要

求や公一公分離要求に一定対応し得るものとしてとらえ

られる。ところで，居間拡大要求は基本的には現状のL

規模に規定されていると思われ，実際のだんらんの隣接

和室への拡がりや視覚的な広さ要求の充足等は，間仕切

りの開放の程度に係わっていると思われる。又，転用性

については，公私重複の問題等が生じる恐れがあり，単

純に肯定的にのみ扱うことはできない。

　従ってここでは，L規模，或いはLと隣接室との間仕

切つの状態との関連で，公的生活の実態や意識を分析し，

単にLと隣接室との接続の仕方に於ける開放性，連続性

への指向や，L一和室連続型の利点を把握するのみでは

なく，そこで現われる公私重複等の矛盾の程度をも調べ

る必要があろう。この公私重複については4LDKよ｝）

もむしろ3LDKで生じ易い問題と思われ，ここでは

表－1に示すように3LDK住戸を対象に調査を行い，

上記の方向で分析を進めた。

1－4－2　調査の概要

　上に述べたように，本研究ではLの規模，及びLと隣

接室の接続の仕方との関連での分析が重要であるため，

調査対象もその二点を基準として選定した。即ち，L規

模別には，各々，小（Lの広さが6帖前後），中（8帖前

後），大（10帖前後），Lと隣接室との接続の仕方（以下

プランタイプと記す）については，Lと和室とが一間以

上の建具を介して接続されるタイプ－L－和室連続

型－及び，Lと隣接室とが壁で仕切られるか半間の建

具て接続されるタイプ－L独立型－を選んた。更

に前者に関しては，その開放性の度合いに応じて，Lと

和室とが建具を取りはずすことなく一間以上の開口で接

続される場合－L－和室連続型Aタイプ－　と，L

と和室とが一間の引違い戸て接続される場合　　L－

和室連続型Bタイプ　　とに分けた。つまり，調査対象

はL規模及びLと隣接室との接続の仕方によって9つ
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表－1 調査対象住戸の概要と例数

L規模 　　プランタイプ集合住宅名等
L一和室連続型　Aタィプ L一和室連続型　Bタイプ L　独　立　型

集合住宅名 ’若葉団地（公団賃貸） ビレッタ百道（民問分譲）サンポートハイツ・　　大池シャインハイツ（民問分譲）

住戸　規模 66．6刎2 60．5㎡ 61．6ηっ2　　　　　79－7刎2

L　　規　　模 10．6〃2（6．4帖） 7．5刎2（4．6帖） 10．8刎2（6．5巾占）　　　9．4刎2（5．8巾占）
L規模小

対象住戸数 1第一次25戸1第二次17戸 ！第一次13戸！第二次9戸 1第一次8戸！第二次6戸　　　　！第一次9戸／第二次5戸

入　居　時　期 1978～ 1975～ 1975～　　　　　　　1975～

集合住宅名 野問ハィツ・片江ハィッ　　　　　（民間分譲）香椎フラワーハイツ　　　　　（公団分譲）
下長尾団地（公社分譲）

住戸規模 72．0榊2 79．4刎2 66．4刎2
L規模中

L　　規　　模 14．7刎2（8．6帖） 144刎2（8．7帖） 1Z3刎2（7．4帖）

対象住戸数 1第一次28戸／第二次24戸 ノ第一次39戸！第二次29戸 ／第一次29戸！第二次24戸

入　居　時　期 1974～ 1980～ 1974～

集合住宅名 井尻ハィツ・今川パィンハィツ　　　　　　　（民問分譲）
荒江サンハイツ（民間分譲） 野間カステリァ（民間分譲）

住戸　規模 72，8刎2　　　　75．3刎2 73，3刎2 82．1〆
L規模大

L　　規　　模 16．5刎2（10－0帖） 1a3刎2（9．9帖） 20，5刎2（12．4帖）

対象住戸数 1第一次19戸　1第二次16戸1第一次14戸　1第二次10戸 ！第一次12戸　！第二次10戸

入　居　時　期 1979～ 1977～ 1975～

注：LDK型のL規模はLDKの面積からDKの6帖分を差引いたもの。住戸プランについては図一3参照。

に区分されることになる。具体的な調査対象住戸の概要

については表－1に示すが，一つのマンションでは住戸

数が少ない所もあったため，対象となった集合住宅の数

は12である。尚これらはすべて福岡市内に建設されたも

のである。

　本調査に先立ち，昭和55年7月～8月にかけて予備調

査を行った。調査対象は福岡市の3LDK，4LDKの集

合住宅であり，プランタイプはすべてL一和室連続型で

ある。1－3で述べた幾つかの仮説的認識は基本的には

この調査によって得られたものである。

　本調査はその内容が多岐に渡り，かつ建具の開閉状態

や部屋の接続の仕方に対する評価等，詳細な部分もあっ

たため，同一の住戸を対象に第一次と第二次の2回に分

けて行われた。第一次調査はアンケート留置き調査に回

収時のヒアリングを加え，第二次調査では詳細なヒアリ

ングを行った。第一次のアンケートでは，世帯の属性，

入居時期，定住指向，食事・就寝・だんらんの場所と使

用理由，だんらん室での家具利用と起居様式，接客の場

や頻度，私室の確保状況，家事や更衣の場，公私重複に

対する評価，L規模・部屋数に対する評価，プランタイ

プの評価，家具配置等を尋ね，回収時のヒアリングによっ

て，だんらん室での行為，隣接和室のだんらんへの利用

状況，Lと隣接和室との間のフスマの状態等を問うた。

　第二次のヒアリングでは，第一次調査での疑問点を正

しつつ，季節毎・行為毎のフスマの状態とその理由，フ

スマを開放している場合の連続性・開放性に対する評価，

隣接和室へのだんらんの拡がり，L規模不満理由，接客

の場に対する評価，より詳細なプランタイプの評価等々

を尋ねた。

　調査時期は，第一次調査は1981年11月中旬より12月初

旬にかけて（’81冬季調査），第二次調査は翌82年7月末よ

り8月初旬にかけて（’82夏季調査）行った　但し，井尻

ハイツ，今川パインハイツについては，資料入手が遅れ

たため，第一次調査を1983年3月下旬に，第二次調査を

4月下旬に行った。

1－4－3　分析の軸

　既に述べたように，本研究の課題は現在の集合住宅の

公室に関する主要な要求である居間拡大要求及び公一公

分離要求に対して，L－和室連続型が有効性を持つこと

の証明であるが，そのためには予想されるメリットとデ

メリットの両面をとらえ，総合的に判断する必要がある。

1－3で述べた仮説的認識とも関連させ，ここでは実際

の住み方と住意識をL規模やプランタイプとの関連でと

らえつつ，より具体的には

－101－



　（1）L規模拡大要求

　（2）隣接和室の“Lの拡張スペース”的働き

　（3）だんらん室での起居様式の折衷化傾向

　（4）接客行為に於ける和室への指向

　（5）Lと隣接室との開放的な接続への指向

　（6）Lの隣接和室に於ける公私重複の矛盾

等の諸点を検討することによって，上記の課題に応えよ

うとした。

2　調査対象世帯の属性と住み方の概要

2－1　調査対象世帯の属性

　調査対象世帯の殆どは所謂核家族であり，全体の約

95％を占めている。家族周期の点では，長子が幼児期か

ら高校生といった成長期の世帯が多く，世帯主年令もそ

れに応じて30才代から50才前後にかけて幅広く分布して

いるが，40代前半にピークがある。家族人数は4人の世

帯が最も多く，次いで3人であり，この両者で全体の3／

4に達する。つまり，夫婦と成長期に当る子供1～2人

の核家族というのが調査対象世帯の平均的な像である。

　世帯主の職業は管理職，専門的技術職等が多く，所謂

ホワイトカラー層に属する人々が居住しているが，収入

の面では可成り幅広い分布を示している。

　現住宅入居に際しては住戸条件，立地条件，経済条件

の3点を様々なバランスで評価している。ただ，プラン

タイプ別にみると同じ住戸に関わる条件でも，L一和室

連続型では“住宅の広さ”よりも澗取り。を評価して

いる世帯が多いのに対し，L独立型ではその逆になって

いる点は興味深い。又，3LDKという住戸規模ではある

が，約7割の世帯が部屋数に不満を持っており，定住意

識も比較的低い。

2－2　各室の主な使われ方と住み方の概要

2－2－1　各室の主な使われ方

　部屋の使われ方を，図一3下段に示すように就寝（P1）

から家事（N）の11の利用に区分し，各室の利用パターン

をみた。この図は，対象世帯の中で，その部屋を当該の

目的に使用している世帯のパーセンテージを求め，各々

上位3項目を選びグラフ化したものである。

　これによると，当然なことではあるが，DK・Dは食事

に利用され，Lはだんらんに，そして他の3室は就寝や

子供部屋，更衣等に利用される割合が高い。しかし，L

は家族のだんらんに利用されるのと同程度に客の応対に

も使われており，客の食事への利用もむしろDKを上

回っている。つまりLは家族のだんらんの場でもあると

同時に，主な接客の場ともなっているといえよう。更に

注目されるのは，プランタイプによってLの隣接室の使

われ方に大きな違いが見られることである。即ち，L一

表一2　家族型

　　家族型集合住宅名
一Co十CoCb Ci Ck Cj Cs Ch Cu

その他
合計

若葉団地 2 1 3 2 6 2 2 3 3 1 25

野間ハィッ片江ハイソ2 3 0 1 6 5 7 1 2 1 28

井尻ハィッ今川パィンハィツ1 1 4 3 2 3 1 3 1 0 19

ビレッタ百道 0 0 2 0 0 1 2 5 3 O 13

香椎フラワーハイツ2 1 3 11 6 3 5 2 2 4 39

荒江サンハイツ1 0 1 3 1 0 3 1 3 1 14

大池斗イ〃イツサンポートハイツ1 3 1 2 2 O 3 2 ．30 17

下長尾団地 0 2 2 3 1 3 5 6 5 2 29

野問カステリア1 2 0 O 0 1 3 2 3 O 12

合　　計 10 13 16 25 24 18 31 25 25 9 196

Ch：長子年令15才以上の核家族
Cu：長子年令18才以上の核家族

タイフ’
室κ L一前室違航型AタイプL一和室迎翫型BタイブL独立刑

F1 Fl Fl1 G2 G2 G2
Gl Gl G1

G1 F2 Gl2
F2 G3 F2
G2 G2 G2

Pl Pl P43 P4 G3 P2
G3 G2 N
P4 P工 P44
P2 P4 Pl
Pl G3 G3
P4 P工 P4

5 Pl P4 P1
G3 50弓 P2 50％ P2 50％

ヒレッタ百道　　　　サノポート・イツ　　夫池　N着薫団地 ，
5 55

L規模 1 o 1
1 1I 1小タイプ 2 2 3　2 3　2

野間ハィツ，片江ハィッ看椎フフワーハイツ下長尾団地
，5 5

L規模 ■ ，1
中タイブ 1 1

22 2

井尻ハィッ　今川パィソ＾イヅ片江ン・イツ 野問カヌテリ了
4　　　　4 5 5
■　　■L規槙 I8

1 1 1
大タイプ 1

2 2 2 3　2

凡例　　　Pl1就　寝
　　P21子供部屋
　　P3：書　斎
　　P41更　衣

Fl：食　事　　　　　G3：客の宿泊
F21だんらん　　　　G4：多人数接客
G11客の応対　　　　N　1家　事
G2：客の食卓

図一3　各室の主な使われ方
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和室連続型では就寝や更衣，客の宿泊，客との食事といっ

た利用が多いが，L独立型では子供部屋としての利用以

外は更衣や家事等の謂わば二次的な利用が多く，中には

そのような行為すら行われず，単なる納戸的スペースと

化している例すらある。L独立型でこの部屋が子供部屋

となり易いのは，比較的プライバシーが守れ，しかも下

長尾団地以外は洋間であるためであろうが，その規模の

点で夫婦寝室としては利用しにくいものが多く，子供部

屋とならない場合はせっかくの南面した部屋が有効に利

用されないことになる。即ち，Lと隣接室とを独立的に

扱い，しかもそれを洋間とすることは，結果的にその部

屋の用途を可成り限定してしまう恐れがあるということ

である。これは不特定の入居者を前提とした集合住宅の

住戸計画の場合には注意を要する点であろう。

2－2－2　就寝室及び私室の確保

　寝室に利用する部屋の数は1室から3室までかなり均

等に分布しており，1寝室型が3割弱，2寝室型が4割

弱，3寝室型が3割強となっている。寝室として最も

ヰく使われているのはLの隣接室である。これはこの部

屋の南面性や広さ等が大きく影響した結果と思われる。

1寝室型で6割強，2寝室型で7割近くがこの部屋を就

寝に利用しているが，、その傾向は特にL一和室連続型の

場合に強く，各々7割強，8割強という値を示している。

プランタイプによるこのような差異は必ずしもLの隣接

室が和室か洋室かという違いにのみ基くものではない。

何故なら，L独立型で隣接室が和室である下長尾団地に

於ても，この部屋の就寝利用卒は低く，1寝室型では全

ぐ利用していないからである。これには押入れがないと

いうマイナス条件が働いているとも考えられるが，同様

の条件下にある野間ハイツ・片江ハイツ，ビレッタ百道

では1寝室型，2寝室型の8～9割の世帯が就寝に利用

している。いずれにせよ，Lに開放的に接続された部屋

が就寝によく利用され，しかもそれが多くの場合主寝室

であるということは，はじめに述べたように，子供部屋

等を除いた公私空間のきっちりとした分化意識の希薄さ

を物語っているように思われる。

　主寝室はL－和室連続型ではLの隣接和室になる割合

が高いが，L独立型ではむしろ4や5の部屋（部屋番号

については図－3を参照）がよく利用されている。これ

に対し，子供の就寝には，親と同室就寝をする場合を除

けば，玄関脇の部屋やL独立型の場合のLの隣接室と

いった，比較的プライバシーが守れて，しかも外気に面

している部屋が選ばれる傾向がみられる。又，子供部屋

についても既に幼児期からきょうだい共用の部屋として

与えている世帯が多く，小学校高学年では半数近くの小

供が，中学生では60％，高校生以上では85％の子供が個

室を持っている。このような実態は私室確保過程に於け

る子供部屋優先の住意識の反映であり，それは例えば，

夫婦寝室選定の理由として“子供部屋を先に考え，そこ

しか残らなかった、ことをあげる世帯が最も多い点等に

典型的に示されているのである。ただ，結果的には親と

子の就寝分離は非常に進んでおり，5才以下の子供との

同室就寝を問題としなければ，90％近い世帯で分離して

いることになる。

2－2－3　食事とだんらん

　既に述べたように，日常主に食事に用いる部屋はDK，

LDKのD部分である。しかし，夕食の場合には，DK・

Dの利用は減少し，特に冬季には約65％の世帯しかそこ

を使っていない。この傾向はDKが小規模の場合程強

く，冬季の利用率は50％前後となっている。DK，D以外

の部屋で主たる食事室として利用されることが多いの

は，第1にLであり，次いでLの隣接室であるが，特に

L－和室連統型ではL独立型に比較して後者を利用する

割合が高い。又，3割近くの世帯で時々夕食の場所を変

えているが，その移動先もやはりLが最も多く，次いで

Lの隣接室である。DK以外を主な食事室とする理由，或

いは夕食室を変える理由としては，エー和室連続型では

“コタツで食事をしたい、や“和室で食事をしたい、と

いう床座指向に関するものが多く，L独立型ではそのよ

うな理由もあるが，“テレビを見たい。や“客といっしょ

に食事をするため、というものが多い。食事中のテレビ

視聴については，夕食の場合は“殆どいつも見る。，“見

る日が多い。という世帯が多く，特にLで夕食をとって

いる世帯では100％がそうである。

　又，3LDKという住戸条件と家族人数3～4人とい

う入居世帯の属性から当然予想されることではあるが，

食寝分離は，朝食室に関してはほぼ100％の世帯で，夕食

室に関しても90％以上の世帯でなされている。

　だんらんにづいても，既に述べたようにLを主たるだ

んらん室として利用する世帯が最も多く，夏季には約9

割に達する。しかし，冬季にはその割合はや・減少し，

L－和室連続型ではLの隣接和室を主だんらん室にする

例が増加する。又，L規模が小さいタイプではL以外の

部屋が主だんらん室になる傾向が強く，ビレッタ百道で

は半数近くの世帯が隣接和室を主だんらん室としてい

る。

　この主だんらん室以外にも副次的にだんらんに利用す

る部屋を持つ世帯が2割弱ある。副次的なだんらんに用

いられる部屋としてはLの隣接室が最も多く，特に冬季

にこの傾向が強まる。この他にもLやDKを副次だんら

ん室としてあげる世帯があるが，前者はL以外の部屋を

主だんらん室にしている場合にみられるものであり，後

者は食事の場がだんらんの場として意識されているこ

と，換言すれば食事及びそれに伴う会話がだんらんとし

て意識されていることを意味している。上に述べたよう

に，副次だんらん室としてはLの隣接室が最もよく利用
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されているが，この傾向はL一和室連続型でより顕著で

ある。又，副次的なだんらん室の利用度もL一和室連続

型の方で高くなっている。副次的なだんらん室の問題は

一面では主だんらん室の規模の不十分さの反映とも受け

とれるが，公一公分離要求の現われでもあろう。第二次

調査時のヒアリングによれば，副次だんらん室の使われ

方は，接客がらみで主だんらん室以外の部屋を使う場合

と，同じだんらんでも行為の内容や主体，利用時刻の違

いによって主・副二つのだんらん室を使い分ける場合と

に大別できる。前者は接客と家族のだんらんとの分離，

後者は大人と子供，椅子座と床座，動（子供の遊び等）

と静（読書）等，だんらん的行為の中で対立する二側面

への分化という公一公分離要求の現われであろう。そし

て，このような公一公分離要求に応じた一方の公室とし

て，Lの隣接室，特にL－和室連続型の場合の隣接和室

がよく利用されている点は注目に値しよう。

　上に述べた公－公分離要求の背景には，現状のLを中

心としただんらん室での行為の多様性があると思われ

る。実際，だんらん室でなされる行為を調べると実に多

種多様であり，そこは単に，“だんらん”にのみ対応して

いる空間ではないことがわかる。つまり，先ず第1に，

2－2－1で指摘したようにだんらん室は一方では接客

にもよく利用されているということであり，第2に，テ

レビ視聴や家族との談話といった行為のみでなく，読み

書きや家事，休息，子供の遊びや読書，工作等，“だんら

ん”では括れない多様な行為の場となっているというこ

とである。このような実態は，居間というものを，或い

はそれを中心とした公室ゾーンを，接客の場の扱いも含

めてもっと具体的に各行為に対応する空間としてとらえ

直してゆく必要性を訴えているものと思われる。

2－2－4　接客

　一口に接客とはいうものの，その内容は実に多様であ

る。一方では客の種類が様々であり，他方では客をもて

なす行為が幾つかに分かれる。接客の場，或いはそれと

家族生活の場との関係等を問題にする際には，このよう

な接客行為の多様性を抜きにし，ひとまとめで論じるこ

とはできないであろう。

　先ず客の種類であるが，それを別居している家族のよ

うな親しい客と，会社の上司のような改まった客，家族

全貝にはなじみのない客とに大別し，来訪の多寡を調べ

ると，9割に近い世帯で”親しい客の方が多い、と答え

ている。しかも，親しい客の来訪を100とした時のなじみ

のない客の来訪の割合は，“20未満、の世帯が6割を越え

ており，平均でも約30でしかない。つまり，客の種類は

多様であるとはいえ，現状ではその多くの部分は親しい

客であるといえる。

　又，食事を伴う接客や客の宿泊，或いは多人数接客等

の特殊な接客行為は概ね頻度が低く，隼」互Lの姦客回数二を

麗騒・・　　麗麗・

慶菱萎董嚢・の隣接室［コその他

親 L一和亘．4 4．2
し
い 連続埠」

Aタイブ
：1：1187．O111

客
（別 1．7 8．3 lj

L・一禾□居
し

連続型 ：1：1188．3111
て Bタイプ
い 18 3．6
る
家 独立型
族 1：11185．51111
〕

L一和
連続理

改
1：1118王．O11111

Aタイプ
：1111蔓、邑1

ま 17

つ
L一和．
連続型

た Bタイブ
1：1155．411111111l133－911111＝1111190

客 18

独立型 1111180．81111 7

1．9 9．6

7．4

17

　　　　　　　　図一4　客の応対の場

中央値で見ると，客の食事は10回弱，各の宿泊は5回強，

，10人以上の多人数接客に至っては“なし”とする世帯が

6割を越えており，“あり”の場合も多くは1～2回／年

である。

　接客の場は客の種類や応対，食事，宿泊といった接客

行為の種類によってかなりの相違をみせる。即ち，一般

的な傾向として，親しい客の応対や食幸はLやDKでな

されることが多いが，改まった客の場合にはそれを避け，

Lの隣接室での応対やLでの食事が増える。又，客の宿

泊には殆どの場合和室が用いられている。改まった客の

応対や食事の場合に，LやDKの利用が減少するのはそ

の狭さも一つの要因であろうが，家族生活の場との重な

りやキッチンを見られることを嫌った結果と思われる。

　このような接客の場をプランタイプ別にみると，L一

和室連続型ではLの隣接和室の利用率が比較的高いこと

がわかる。特に香椎フラワーハイツ（以下香椎F．H．）

の場合にその傾向が顕著にあらわれている。香椎F．H．

の隣接和室は8帖の広さを持ち，簡略なものとはいえ，

床ノ間が付いており，しかも廊下によって玄関や便所と

つながれている。入居家族が比較的若く，隣接和室を就

寝に利用していない世帯が約3割あるという世帯属性上

の要因もあるものの，香椎F．H．の隣接和室が接客によ

く利用されるのは上に述べた空間的条件によるものと思

われる。

　例えばL独立型の大池シャインハイツに於ても，床ノ

間付きの和室（室No．4）を改まった客の応対，食事の場

として使用する傾向がみられるし，後に述べるように接

客室へのアプローチの独立性は可成り重視されているの

である。
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3　公的生活の展開と住意識からみた

　　　　　　L一和室連続型の有効性

3－1　L規模拡大要求

　現状のL規模に対しては半数以上の世帯が不満を持っ

ている。もちろんこの評価は実際のLの広さと対応して

おり，L規模大タイプでは7割の世帯が満足しているが，

L規模小タイプでは約3／4の世帯が不満足としている。

　L規模に対して不満を持つ世帯に対しては，あと何帖

くらい必要かを尋ねたが，現状のL規模にその必要帖数

を加えた値は，この世帯のL規模満足ラインと考えられ

る。これに，現状に満足している世帯も加えて，L規模

毎の満足度を算出すれば図一5のようになる。これによ

れば，半数以上の世帯が満足するのはL規模が10帖を越

えた所であり，12帖を越えれば8割以上の世帯が満足す

ることが描則される。因みに，建築設計資料集成のデー

タにより家具配置を検討してみると，10帖という規模は

ソファセット（長椅子，1人用椅子2脚，テーブル）と

サイドボード，テレビを置き，冬季にはそれらを移動さ

せることなくその横にコタツが出せる最低隈の広さであ

る。

　L規模に対する評価は，その物理的な広さの他にも，

そこでなされる行為の多様性とも関連している。即ち，

だんらん室での行為の数が増える程，L規模に対する満

足度が低下する傾向がみられるのである。このように現

在のLの広さやそこを中心としただんらん室での行為の

多様性が，L規模に対する不満の背景となっているが，

より直接的にそれを示す不満理由の主なものは，①家具

配置や②接客の上での狭さ，及び③視覚的な狭さの問題

である。家具配置に関する点が不満理由の第1位である

のは，家具はLの一部を完全に占領してしまい，そこを

物理的にも心理的にも狭くするということによっている

と思われる。②については既に述べたように，親しい客

の場合はLでの応対が一般的であり，Lの規模は単に家

族員のみのだんらんに対してだけではなく，より拡大さ

れただんらんにも対応できるような余裕を持つことが望

ましいと思われる。又，“見た感じが狭い、という視覚上

の理由が，不満を持つ世帯の約4割であげられているの

は，Lの広さが単に行為の場としての拡がり，或いは，

その行為を可能にする家具を配置収容する場として要求

されているのみではなく，心理的な面からも求められて

いることを示している。

3－2　Lの隣接和室へのだんらんの拡がり

　3－1で指摘した現状のL規模の不十分さをカバーす

る上で，Lに和室を開放的に接続するプランが有効では

ないかというのが本研究の基本的仮説である。第一次調

査に於てLの隣接和室をだんらんに利用すると答えたの

Lの広さ

4帖以上
5帖未満
5帖以上
6帖未満
6帖以上
7帖未満
7帖以上
8帖未満
8帖以⊥
9帖未満
9帖以⊥
1O帖未満
10帖以⊥
1ユ帖未満
11帖以上
ユ2帖未’満
12帖以上
13帖未満
13帖以上
14帖未満
ユ4帖以上
15帖未満
15帖以上
16帖未満
16帖以上
17帖未満．
17帖以上
18帖未満
18帖以上
19帖未満
19帖以上
20帖未満
20帖以⊥
21帖未満
21帖以⊥、
22帖朱満
22帖以上
23帖未満

　　　足　　度
％　　　　　50％　75

1．6

図一5　Lの広さとL規模満足度

はA，B両タイプ合わせて3割弱であったが，Lと隣接

和室との間のフスマは，夏季には9割以上，冬季にもA

タイプで8割，Bタイプでも5割がふだんは“開けてい

る，又は取りはずしている、と答えており，Lと隣接和

室とは視覚的には可成り連続して使われていると思われ

た。第一次調査では“だんらんに利用する、という言葉

が限定的に受けとめられた節があるため，第二次のヒア

リング調査では，Lからのだんらん行為のはみ出しや，

フスマが開放された状態でLと隣接和室とに家族がい

て，厳密には“だんらん”とは言えないかも知れないが，

各々がそれに準じる行為を別々に行う（以下，異種行為

の併存）ことはないかを調べた。

　それによるとAタイプではフスマを開けている世帯の

8割近く，Bタイプでも4割近くが異種行為の併存あ｝）

と答えている。それは車座にすわり，楽しく談笑すると

いう文字通りのだんらんとはいえないものの，各人が視

覚的には触れ合う位置にたむろし，だんらんや休息に準

じた様々なことをして時を過ごすというものであり，こ

のような行為の形態も家族の住生活の中では重要なもの

と考えられる。それが，基本的にはL規模が小さい場合

程，又，Lと隣接和室とがより開放的に接続されている
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場合程，高い割合でなされるということは，L－和室連

続型が行為の場としてのL規模の不十分さをカバーする

上で有効であることを示している。

3－3　Lと隣接和室との間のフスマの状態

　既に述べたように，第一次調査によってLと隣接和室

との間のフスマの状態は概略明らかであったが，この点

はLと隣接和室とのより適切な接続の仕方を検討する上

で重要なポイントであると思われたため，第二次調査に

於ては，行為別の開閉状態やその理由，及び開放時の評

価等について詳細に調べた。

　夏のだんらん時のフスマの状態をみると，殆どの世帯

で“開けている”か“取りはずして”おり，その開放の

度合は基本的にはL規模が小さい場合程強くなってい

る。又，Aタイプに比べBタイプでは取りはずしている

世帯が多い点が注目される。フスマを開放している理由

としては，Aタイプでは“広々としたい、が最も多く，

次いで“通風のため”であるが，Bタイプではその順序

が逆転している。これには開放の度合，即ち開口の大き

さが関係しており，一間以上の開口の場合には“広々と

したい、という理由が多いが，半間開口の場合は“通風

のため”が多くなる。つまり，半間程度の開口では空間

の視覚的拡がりには余り役立たず，せいぜい通風への寄

与が中心にならざるを得ないということである。

　このことは，フスマを開放した状態でのLと隣接和室

との連続感，開放感の評価についてもいえる。即ち，連

続感，開放感いずれの評価に於ても一間以上開口の場合

は半間開口の場合よりはるかに評価が良くなっているの

である。開放感に比べて連続感の評価が低いのは，床仕

上げを中心とした和室と洋室との視覚上の相違が影響し

ているものと思われる。ただ，洋風のLに和室を開放的

につないで使用することに対しては，殆どの世帯が気に

ならないと答えている。

　先に触れたように，夏季にはLと隣接和室との間のフ

スマを取りはずしている世帯もあるが，この取りはずし

たフスマは多くの場合，Lや隣接和室以外の部屋のタン

又の後等に納められている。しかし，中には露出して置

かれている場合もあり，取りはずした後のフスマの処理

には問題がある。又，就寝時も含めて一日中フスマを開

け放している世帯の中で，取りはずす希望を持つのは2

割にも満たず，取りはずす希望を持ちながらも，後のフ

スマの置き場所に困ってそうしていない場合もあった。

これらの結果は，フスマの取りはずしには，その後の処

置の問題を中心にして可成りの抵抗感があることを物

語っており，前に述べたこととも併せて考えれば，Lに

和室を開放的に接続する場合は，フスマを取りはずすこ

となく一間以上の開口が得られる形態とすべきであると

いえよう。

囮十分である睡ヨまずまずである麗嚢どちらl／l・えない

醸嚢箒分である［コ不十分である

連続感 プラソタイプ開 放 感
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16．7
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図一6　Lと隣接和室との連続感，開放感の評価

図－7　ソファー類の所有　図－8　冬季だんらんへの
　　　　率　　　　　　　　　　　　コタツ利用の有無

3－4　だんらん時の家具利用と起居様式

　だんらん用のソファ，椅子，テーブル等の椅子座家具

は多くの世帯が所有し，殆どの場合それらをLに置いて

いる。L独立型では，改まった客も含めてLで応対する

ことが多いためか，所有率も高く，そのそろい具合も幾

分高度になっている。だんらん用の椅子座家具を持たな

い理由としては，“床にすわってだんらんしたい”といっ

た起居様式に関するものが多いが，L規模小タイプでは

“Lが狭い。という理由が最も多くなる。事実，L規模

小タイプでは所有率そのものも低く，L規模大タイプと

では20％以上もの差がある。

　このようにだんらん用椅子座家具が多数の家庭で所有

されている一方で，冬季だんらんへのコタツ利用も非常

に盛んである。しかも7～8割の世帯がそれをLに置い

ているのである。先に述べたように椅子座家具も殆どの

場合Lに置かれており，コタツとの並置が予想される訳

だが，実際両者を所有する世帯の3／4がそれらを同室

（≒L）に置いている。コタツを利用する理由を調べる

と，“経済的だから。とか“ストーブを持っていないから”

といった消極的なものもあるが，多くは“コタツの雰囲

気が好き。或いは“床にすわってだんらんしたい。，“そ

のまま横になれる。等，コタツの特徴を評価した積極的
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なものである。以上のような点から判断すれば，冬季だ

んらんへのコタツ利用は当分は続くものと思われるが，

一方ではソファ等の椅子座家具所有への要求も高く，だ

んらん空間に於けるこれらの家具の混在は避けられそう

もない。

　しかし，現状のL規模はこのような家具の混在，並置

に十分対応しているであろうか。冬季だんらんにコタツ

を使用しない理由の多くは“ヒーターやストーブがある

ので不必要、というものであり，コタツ利用の背景には

暖房設備の貧弱さという側面があることが推察される

が，Lの狭さももう一つの大きな要因となっている。先

に椅子座家具とコタツの両方を所有している世帯の3／

4がそれらを同室に置いていると述べたが，L規模小タ

イプではそれらは57％でしかなく，残りの43％は別々の

部屋に置いており，ここにもLの狭さが家具配置に及ぽ

す影響をみてとれる。又，椅子座家具とコタツを同室に

配置している世帯では9割近くが，コタツを出すために

何等かの形でソファや椅子，テーブルを移動させている。

特に移動が多いのはテーブルであり，6割近くの世帯が

別の部屋へ移したり押入に収容している。ソファや椅子

は“動かさない、或いは“その部屋内で移動させる。こ

とが多いが，L規模小タイプではそれらの割合が低下し，

逆に“他の部屋へ移動させる”例が他のタイプに比較し

て多くなっている。椅子座家具とコタツとの混在を前提

とするならば，このような家具移動は現状のL規模が持

つ問題点として指摘できるであろう。

　だんらん用の椅子座家具とコタツとを別の部屋に置い

ている世帯は，全体の16％，両方の家具を所有している

世帯の25％であるが，L規模小タイプでは43％がそうし

ており，このような2室への配置は一面では並置に伴う

家具移動を避けているとも解釈できる。L一和室連続型

に於ては，椅子座家具とコタツとを別室に置く世帯の3／

4がLと隣接和室とを利用しており，だんらん用の家具

酉己置の点でもこのプランタイプの有利さが現われてい

る。

　上に述べただんらん時の家具利用からも予想されるこ

とであるが，主だんらん室の殆どが洋問のLであるにも

’かかわらず，床座への指向は強く，起居様式の折衷化は

著しい。特に冬季にこの傾向は強まり，L独立型に於て

すら，“床にすわることが多い、という回答が“椅子にす

わることが多い、を上回る。又，休息のために横になる

場所としても，ソファの上よりも床の上をあげる世帯の

方が多い。このような椅子座・床座の混在，床座指向の

根強さからいっても，洋問のLに開放的に接続された和

室をだんらんに利用することには余り抵抗はないものと

思われる。

3－5　接客に於ける和室利用への指向

客の
種類行為 和室利用の割合

親 7．1
し
い応対 92．9
客
（別 工3．3
居
し食事 86．7
て
いる家
族宿泊

灘灘
o．

） l1姜11圭111≡l1l1l1圭

改応対1≡1轟蝋…搬78．9
ま
つ
た食事榊≡1≡1≡l1嚢嚢63．2
客

宿泊
灘…萎轟轟議≡≡葦1覇1

12．1

麗魏和室　・［コ洋室　囮DK・D鰯L

　　　　　　　　　　　　慶菱…嚢1Lの隣接室［＝コその他

L一和室
連続型

L独立型
11　　　　　　83　7

図一10改まった客の食事
　　　　の場

慶嚢1劃L　　　　慶萎重Lの隣接室

［コその他

　　　25
L一和室
連続型

　　　　　　　　　　　　　L独立型

　　　　　　　　　　　　　　　　40

図－9　接客行為別和室利　図－11別居している家族
　　　　用の割合　　　　　　　　の宿泊の場

　既に述べたように，接客の場は客や行為の種類によっ

て変化しているが，この変化には一定の傾向が見られる。

それは，客の種類でいえば親しい客より改まった客の方

で，行為の種類でいえば応対よりも食事で，更には食事

よりも宿泊で，和室の利用が多くなっているということ

である。このような接客に於ける和室利用への指向は，

接客機能をも考慮した公室の構成を検討する上で注目す

べき点であろう。即ち，このことは主として接客機能を

担うべき第2の公室を和室として設定する可能性と必然

性を示しているのではないかということである。L－和

室連続型では，客の宿泊や改まった客の食事には隣接和

室が最もよく使われており，このことは第2の公室の位

置についても一つの示唆を与えていると思われる。

　接客については，当然Lでなされるべきであるとする

近代主義的な主張がある一方で，我国の伝統的な住宅に

みられるように，接客空間と家族生活空間とは画然と分

離して設けるぺきであるという考え方も一般には根強

い。そのような考え方からすれば，Lに開放的に接続さ

れた和室を接客空間として設定することには多少の問題

がある訳だが，上述したように3LDKではこの部屋は

改まった接客等によく使われているのである。又，多人

数接客の場としても，Lと隣接和室とが連続して使われ

ることが多く，特にL規模小タイプでその傾向が顕著で

ある。更に，本報告で詳しく触れることはできないが，

実はL一和室連続型の4LDK住戸に於ては，隣接和室

の就寝利用が控えられ，そこは3LDKの場合以上に接

客に利用されており，専用接客室となっている例も多い。

　家族生活空間に開放的に接続された和室を接客空間と

して設定することの是非について，これらの点のみから

判断することには無理があろうが，少なくともそのよう

な位置関係にあっても，それが接客に利用される可能性

が高いということは認められよう。
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3－6　接客の場とアプローチに対する評価

　これまで，だんらんや接客について述べて来たことか

らもわかるように，3LDKに於ては家族生活の場と接

客の場とが重なっている，或いは隣接していることが多

く，そこには軋幸楽も予想される。

　例えば，主婦や子供にとってなじみのない客をLに迎

える際には，彼等は多くの場合L以外の空間で時を過ご

すことになる。主婦はサービスのためかDKに居ること

が最も多いが，子供は殆どの場合自分達の部屋に引込ん

でしまっている。又，来客によるテレビ視聴の中断も7

割近い世帯が経験している。ただ，第一次調査に於ては

このような点に関する不満はそれ程表面化していなかっ

た。そこで第二次調査では，親しい客と改まった客とに

分けて，LやLの隣接和室で接客することに対する評価

を調べた。先ずLでの接客については，親しい客の場合

は9割以上が“問題なし”と答えているが，改まった客

の場合は4割近くが“問題あり”としている。問題の内

容としては，“キッチンが見えること”やLの狭さが主で

あるが，改まった客の場合にはそれに続いて“急な来客

時のかたづけ”，“家族の居場所がなくなる”や“テレビ視

聴の中断。といった家族生活との重なりに直結した問題

点が指摘されている。

　Lの隣接和室での接客については，Lでの接客に比較

して“問題あつ、とする世帯が少なく，改まった客の場

合も約24％である。しかも，その内容は隣接和室の狭さ

や，料理の運搬・応接台のセッティング等の準備作業が

主であつ，これらは必ずしも家族生活の拠点であるLと

の隣接性に基く問題ではない。客宿泊の際に取りはずし

ていたフスマを再度取り付けるのが面倒といったLとの

隣接性に関わる問題点もあげられてはいるが，これに対

しては2－3で述べたような隣接和室との接続の仕方等

によって一定の対応が可能である。このようにLでの接

客に比べれば，隣接和室での接客は改まった客の場合も

含めて家族生活との軋櫟は少ないが，そこへ客を迎える

際には殆どの住戸で，玄関→（DK）→L→隣接和

室という経路をとるため，キッチンを見られることにな

り，この点での不満は高い。但し，玄関から廊下を経て

直接Lの隣接和室へ入れる香椎F．H．の場合には殆ど不

満はなく，不満の場合もその理由は廊下の幅に関するも

のである。Lでの接客の際にもキッチンが見られること

が大きな問題点であったが，アプローチに対する評価も

考え併せると，接客の場はおろか，そこへのアプローチ

の過程でもK，DKが直接見えないような配慮が必要と

いうことになろう。

　この点は専用接客室の位置からもうかがえる。即ち，

第一次調査に於て接客にしか利用していない部屋，及び

第二次調査に於て“専用接客室あり”と答えた世帯が客

室としてあげた部屋をみると，前者では65％，後者では

表－3　専用接客室の位置

室〃
内容

2 3 4 5 合計

接客にしか使用してい
ない部屋（第一次調査）

3 17 10 5 35

専用接客室と意識され
ている部屋（第二次調 3 10 2 3 18
査）

＊室〃．については図一3参照

78％が玄関から独立してアプローチできる部屋なのであ

る。又，この専用接客室についてはその7割が和室であ

る点やLの隣接室が最も多く，しかもL一和室連続型で

その傾向が強い点等，注目すべき結果があらわれている。

つまり，先に述べたLの隣接和室を接客空間として設定　　　

すること，或いはそこを接客機能とLの拡張スペーズ的

機能との転用空間として設定することは，この専用接客

室の位置から判断する限り，かなりの妥当性があるよう

に思われるのである。

3－7　Lと隣接室との連続性への指向

　Lと隣接室との接続の仕方は，L一和室連続型からL

独立型まで様々なタイプが考えられる。これまで述べて

来たことから開放的な接続の仕方への指向が一定明らか

ではあるが，居住者によるプラン評価の結果をみればそ

れは一層はっきりとする。ここでいうプラン評価とは，

現状のプランと，それを基本としてLと隣接室との間仕

切りの仕方を変化させた数種のプランとの比較評価のこ

とである。これによれば，基本的に現状のプランに規定

されながらも開放的な接続の仕方を良しとする傾向があ

り，しかもそれはL規模が小さい場合程強くなっている。

開放的なプランを評価する理由としては，“広く使える、

や“広々とした感じにしたい、等が主であるが，特にL一

和室連続型Aタイプを評価する世帯では前者の占める割

合が高い。Bタイプを評価する理由としては“家具配置

のため、が最も多く，これは一間引込み型（両側の袖壁

にフスマを引込み，フスマを取りはずすことなく一間の

開口が得られるタイプ）を評価する理由の第三位でもあ

り，袖壁が家具配置のためのスペースとして意識されて

いることを示している。L独立型を評価する理由の多く

は，当然のことながら“Lの隣接室を私室として使う”

というものであり，事実，建具を閉めた際の隣接室のプ

ライバシー評価はL独立型が最も良くなっている。

　第二次調査では，現状プランとは異なるプランタイプ

を評価している世帯に対しては，そのようなランヘの

改造希望を尋ねたが，現状はL独立型で，Aタイプや－

間引込み型を評価した世帯の4割以上が“改造希望あり、

と答えており，開放性，連続性への指向の強さがうかが
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える。

　しかし，Lが十分に広いと仮定した場合のプラン評価

では，開放的なプランに対する評価が相対的に低下し，

L独立型を評価する世帯が多くなる。このことは上に述

べたLと隣接室との接続の仕方に於ける開放性，連続性

への指向が，基本的にはL規模に規定されていることを

示している。

　　　　3－8　公私重複の実態と評価

　　　　　L－和室連続型の長所は，Lの隣接和室が持つ転用性

　　　の積極的利用による所が大きいが，はじめに述べたよう

　　　にそれは一方では公私重複につながる問題でもあると思

　　　われる。しかし，実際にはLが主だんらん室として確保

　　　　されているため，だんらんと就寝とが重なる世帯は少な

　　　　く，プランタイプ別にみても大差はない。又，この重複

　　　に対しても全体としてみれば7割近くの世帯で“時間的

　　　にズレているので問題はない”としている。ただ，だん

　　　　らんとの重なりの質別にみると，副次だんらんとの重な

　　　りの場合は不明を除きすべてが問題なしとしているのに

　　　対し，主だんらんとの重なりの場合には4割近くの世帯

　　　が“別々にしたいが部屋がない”という不満を抱いてい

　　　る。主だんらんと就寝の重なりはL規模小タイプで多く

　　　現われ，特にビレッタ百道では半数近くの世帯で主だん

　　　らん室と重なっており，しかもその殆どが不満を持って

　　　いる。L－和室連続型ではLが主だんらん室になりにく

　　　い程小規模の場合は，隣接和室が主だんらんに利用され

　　　やすく，3LDKの場合はそこが就寝にも利用されるた

　　　めこのような問題が生じるのである。逆に言えば，Lが

　　　主だんらん室となり得る規模で設けられている場合に

　　　は，それに和室を開放的に接続させ，そこを副次的なだ

　　　んらんに利用したり，就寝に利用することについてはそ

　　　れ程矛盾はないものと思われる。

　　　他方，接客と就寝との関係をみると全体の65％もの世

　　　帯で重なっている。L－和室連続型では隣接和室が接客

　　　にもよく使われるため，この割合がや・高くなる。又，

　　　客の宿泊に限ってみても，やはり64％の世帯で重なって

　　　おり，しかもその9割近くは家族が日頃の就寝室を変え

　　　て客宿泊の場を確保しているのである。ただ，これらの

　　　接客と就寝の重なりや寝室の移動に対する不満はそれ程

　　　強くなく，前者の場合“別々にしたいが他に部屋がない”

　　　というはっきりした不満を持つ世帯は2割程度である

　　　し，後者の場合も不満を表明するのは2割強である。つ

　　　まり，実態としてはL一和室連続型ではL独立型に比較

　　　して就寝と接客との重複が多くなってはいるが，評価の

　　　面からいえば不満は表面化しておらず，接客の面でも公

　　　私重複の矛盾はそれ程大きくはないと思われる。

囮L漂綴囲一間引込み型がよい

麗麹L誠繁腎翻・独立型がよい

［コその他

1
L一
和室連続型 　　　　　　　　．　：　　　　　　　　　‘．84．2　　　　　8．9‘
Aタイプ ■■
L一
和室連続型
Bタイブ

　　　　．・．・．・．・．・．・：：：：・…　：榊：：：：、撚1葦

44　　　　　22

L独立型 ・．・．・：1
’・’・’：

7．4　20
全　体 ●　●　．　　．。．…　：輯：11…1…那1

図－12　プラン評価

L一和室連続型Aタィブがよい理 由 L一和室違続型Bタィプがよい

90－8：：： 広く使える 20．0
42．7：： 広がり感O

38．7：＝： Lとの・一体化10．O

20－0：：通 風 ユO．0

6．6：：冷暖房 20．O

1．3：家具配置 40．0

1．31落ち着かない10．O

1．3：私室として使う20．0

14．7：1その他 60．O
一間引込み型がよい理 由 L独立型がよい

60－8：：： 広く使える3．8
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＆7： 落ち着かないi1．5

4．3：：：“：私室として使う 73，1

17．4： その他 23．1

図一13　プラン評価理由

・家族構成　　⑰3・⑤2・。1

　新築後4年程度を経た時点で申古住宅
　として購入。そのための下調べの段階で
　改造を決めた。広く使いたいというのが
　その理由である。食事を伴う接客や多人
　数接客が比較的多く，この広いLが利用
　される。

圃□ロロl　I
イリタス⑭

1；＝51．　TV

テレフ自九夏搬けス

図－14隣室とのカベを取り払い
　　　広いLへ改造した例
　　　　（下長尾団地）
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　主だんらん及ぴ夕食の場となる。夏にはフスマを2枚
　取りはずし・1問半の開口にしてスダレをたらし，冬
　にはフスマを両側へ引き1間の開口とし，就寝時には
　閉める。
　　主だんらんと就寝の重なりについては｝別々にした
　い”という不満を持っている。

図－15 冬季に隣接和室が主だん
らん室になる例
（若葉団地）
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　夫婦就寝と副次的だんらんとの重なりは，時間
　的にズレているので問題ないと答えている。

図－16 冬季に隣接和室が副次だ
んらん室となる例
（片江ハイツ）
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　　Lを主だんらん，隣接和室を副次的なだん
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　りはずし，北側6帖和室の鏡台のうらに立て
　かげ，冬も寝る時以外は開げている。Lにコ
　タツを出すためソフ了を隣接和室に移し，テ
　ーブルはLの窓際へ移動させている。

図－17　コタツ利用のためソファ
　　　　　を移動きせる例
　　　　　（今川パインハイツ）
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　だんらん，接客といった公的生活のスペースとなって
　いる。だんらんはほぽL内におさまっており，隣接和
　室は雫用接客室となっている。
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・家族構成　⑭・・㊥・・f、・m・

　　玄関に近い独立性のある部屋を子供の勉強
　部屋と就寝室として利用し・公的生活と夫婦
　寝室にはL　D　Kと隣接和室が充てられる。

図－18 隣接和室が主だんらん
室になる例
（ビレッタ百道）

図－19 Lと隣接和室とが公室
ゾーン化している例
（香椎フラワーハイツ）

図－20玄関側2室を子供の生活
　　　　　ゾーンとする例
　　　　　（荒江サンハイツ）
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u　　・家族構成　⑭・・④い1・fl・

　　　　　夏冬ともLが食事，だんらんに使用さ
　　　　れ，洋風の茶の問となっている。Lの隣
　　　　接室は，長女の勉強部屋ではあるが，サ
　　　　イドボードやソフ了等が入り込み，半ぱ
　　　　納戸化している。

・家族構成　⑭似④・・m・川・

　　冬季にLにコタソを出すため，ソフ7やテーブル，椅子を，
　子供部屋である4や5の部屋に移動させる。食事はD　Kが狭
　いという理由から，朝夕ともLでとっており，Lは洋風茶の
　間となっている。

図－21　Lの隣接室がほぼ納戸　　　　図－22
　　　　化している例
　　　　（カンポートハイツ）

4　まとめ

コタツ利用のためソファ
等を他室へ移動させる例
（下長尾団地）

　3LDK住戸では，入居世帯の多くは家族人数3～4

人の核家族であり，食寝，就寝分離要求はほぼ満たされ

ている。又，仮説の段階では，L－和室連続型は公私重

複を招き易いのではないかとの危倶があったが，実際に

はLが主だんらん室として確保されているため，L独立

型も含めてだんらんと就寝とが重なる世帯は少なく，こ

の意味では公私室分離要求も一応満たされている。ただ，

公私室分離とはいえ，私室確保過程での子供部屋の優先

性に典型的に現われているように，それを除けば公私の

きっちりとした分化意識は未だ希薄である。

　このように食寝，就寝，公私といった家族生活上の基

本的な空間分離要求は一応充足されているものの，公的

生活の核であるLの規模は多くの場合そこでの生活に充

分に対応しきれていない。Lを中心としただんらん空間

では実に多種多様な行為が行われておつ，それに関連し

て可成りの量の家具が導入されたり，行為の場の拡がり

が要求される。現状のLでは，この空間を占有する家具

の収容・配置と行為の場の拡がりの確保という相対的に

対立する要求を同時に充足することは一般的に困難であ

る。又，、Lでなされる多様な行為の主要な一画を親しい

客を中心とした接客行為が占めていることも，現状のL

規模の不十分さを一層強く意識させる要因となってい

・家族構成　⑭・・⑤・・f・・

　　L　D　Kは食器棚によってL　DとKとに分節化し
　ている。公的な生活は接客も含めすべてこのL　D
　で完結している。
　　和室6帖と玄関脇洋間が私室として使われ，L
　の隣接室は納戸と化し，日常的には更衣にも使わ
　れていない。

図－23　Lの隣接室が納戸化して
　　　　　いる例
　　　　　（野間カステリア）

る。更に，だんらん空間にはそのような物理的な広さの

みではなく，視覚的，心理的な拡がりも重要な機能とし

て要求されているのであるが，この点でも現在のL規模

は不十分であることが多い。

　L－和室連統型では，Lの隣接和室がこのような現状

のL規模の不十分さを補う上で様々な役割を果してい

る。先ず，Lとの間のフスマはふだんは殆ど開けられて

いるため，だんらん空間に視覚的拡がりを与えている。

ただこれは，Lとの間の開口が1間以上でないと効果は

薄れる。又，隣接和室は副次的なだんらんの場やLと視

覚的に連続した家族のふれ合いの場として利用され，行

為の面でもLの狭さをカバーしており，公一公分離要求

にも一定対応している。冬季だんらんへのコタツの利用

は可成り一般化しているが，隣接和室はそのような床座

の主だんらん室として使われることもある。主だんらん

室は殆どの場合洋間のLであるが，起居様式は折衷化し

ており，ソファ類とコタツの並置も多くの家庭で行われ，

洋間のLに和室を開放的に接続して使うことに対する抵

抗感は小さい。

　上に述べたように，Lは主たるだんらんの場ではある

が，一方では主たる接客の場ともなっている。未訪客の

大きな部分を占める親しい客の場合は，Lでの接客にも

さして問題はないが，なじみのない客，改まった客の場

合には家族生活との間に軋車築を生じている。L独立型で
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　はそれにもかかわらず，改まった客も含めて殆どの場合

　Lが応対の場となっている。しかし，L－和室連続型の

　場合は改まった客の応対や食事，客の宿泊に隣接和室が

　よく使われる。隣接和室といえども家族生活の核である

　Lとは開放的に接続されており，主寝室として利用され

　ることも多い。このような空間を改まった客も含めて接

　客に利用することについては全く問題がない訳ではない

　が，Lでの接客に比べれば家族生活との軋櫟はずっと小

　さい。ただ，接客の場については，キッチンとの視覚的

　遮断，玄関からのアプローチの独立性等が要求されてお

　り，これらの点に加え，床ノ間の設置や部屋の広さ等の

　空問条件を考慮して隣接和室を計画すれば，接客利用は

　更にスムーズになると思われる。

　　このように，L一和室連続型は居間の拡大要求や公一

　公分離要求に対して有効に機能している訳だが，居住者

　の日々の生活の中にそれらが反映されているのであろう

　か，Lと隣接室との接続の仕方については開放的なプラ

　ンヘの指向が強い。元々入居する際にもL一和室連続型

　では，L独立型に比較して間取りを評価している割合が

　高いのである。Lと隣接和室とをフスマを介して開放的

　に接続することにより両室の連続性，空間の開放性が得

　られるが，それがより有効になるのは1間以上の開口を

　有する場合である。しかし，フスマの取りはずしにはそ

　の後のフスマの処理・収納の問題を中心にかなりの祇抗

　感があり，接続の仕方としてはフスマを取りはずすこと

　なく1間以上の開只が得られるようにすべきである。た

　だ，ここで注意すべき点は家具配置のための建築的要素

　として壁の存在が評価されていることである。Lと隣接

　和室との間を4枚のフスマで仕切れば確かにこの2室の

　連続性，一体性は増大するが．家具配置のための壁長は

　減少するという問題が生じる。それ故，単純には上記の

　方法を最良の接続の仕方であると判断することはできな

　い。

　　最後に，隣接和室の転用利用による公私重複の問題で

　あるが，だんらんと就寝の重なケ川こついては先に述べた

　ように実際にはそれ程生じておらず，プランタイプによ

　る差異もない。重複する場合も，副次だんらんとの重な

　りなら殆ど問題とはならない。ただ，主だんらん室との

　重なりはやはり問題であり，特にL規模が主だんらん室

　とはなり得ない程小規模の場合は隣接和室が主だんらん

　室になり易く，注意を要する。しかし，Lが主だんらん

　室にな‘）得る規模で設けられておれば，この重複は避け

ポることが可能であり，隣接和室を副次だんらんの場，或

　いはLの拡張スペース，更には就寝室として利用するこ

　とには余り問題はないといえる。

　　接客と就寝の重なりは可成りの世帯で生じているが，

　基本的には改まった接客や客の食事，宿泊等はそれ程頻

　繁にある訳ではなく，未客の多くは親しい客であるとい

玄関

ノ問

押入

和　室

　口

K

建具を取りはずすこ
となく一間以．止の開
口が得られること

図－24　L－和室連続型の平面構成

う現在の接客事情があり，又，応対や食事については時

間的にズレているということもあって，この重複もそれ

程大きい問題にはなっていない。つまり隣接和室をLの

拡張スペースやLとは一定区分し得る接客空間として利

用しつつ，その転用性に基き就寝室にも用いることに

よって生じる公私重複のデメリットは，そのように多目

的に空間を使用することによって得られるメリットに比

較すれば小さいということである。

　1－3で述べたように，今日の居間確立型住戸の公室

に対する主要な要求は，居間拡大要求及び公一公分離

要求であるが，L－和室連続型プランは隣接和室の多

面的な働きによって，これらの要求に一定対応し得るこ

とが明らかである。但し，、Lと隣接和室との接続の仕方

としては，建具を取りはずすことなく，1間以上の開口

だ得られるようにし，玄関から隣接和室へは直接アプ

ローチできるようにすべきである。これを概念図的に描

けば図－24のようになる。このようなプランはLが広く

なればその意義が薄れるが，Lの広さが12帖未満の場合

には大きな意味を持つと思われる。
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